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１． はじめに 

阪神淡路大震災（平成 7 年）の教訓か

ら広域医療搬送が検討され、我が国の患

者空輸制度は順調な発展を遂げている。

一方、より重症の患者空輸の需要、新規

医療機器の出現から大きな課題に直面し

ている。 

重症患者空輸において、人工呼吸器、

患者監視モニタ、輸液ポンプなどの医療

機器の搭載が必要となる。航空機に搭載

する医療機器の電磁適合性の扱いについ

て我が国に統一指針が無く、官公庁毎、

陸海空自衛隊毎、航空会社毎の指針のも

とで行われ、災害時の省庁間連携、官民

連携への障害が危惧される。[1,2,3] 

 

2. 航空機の操縦室に常時設置する 

電子機器の電磁適合性基準 

図 1 に航空機搭載機器の電磁適合性の

基準を示す。 

 
 
図 1  航空機搭載機器の電磁適合性の基準 

医療機器承認を得るためには国際電気

標準会議規格 IEC60601-1-2（和訳は JIS 

T0601-1-2）への対応が必須である。 

航空機の操縦室に常時設置する電子機

器の電磁適合性規格には、軍用以外の航

空機向け（ドクターヘリ、定期運航航空

会社、海上保安庁、消防庁、防災ヘリ含

む）に米国航空無線通信員会規格

RTCA/DO-160（和訳は JIS W 0812）があ

り、宇宙ステーション、軍用機、自衛隊

機むけに米軍規格 MIL-STD-461（和訳は

NDS C 0011C）がある。 

航空機の操縦室に常時設置する電子機

器（アビオニクス）の電磁適合性の基準

は設けられているが、客室に一時搭載す

る医療機器についてこの基準を厳密に適

用すべきか否か意見が分かれている。ア

ビオニクスは設計段階から十分な電磁波

対応に関する検討が行われるが、我が国

においては医療機器の航空機対応と電磁

適合性について検討する習慣に乏しい。  

我が国の現状において、アビオニクス

に関する電磁適合性の基準を医療機器に

そのまま導入する場合には、適合する医

療機器の不足から島しょ医療や災害医療

における重症患者の空輸は大きく阻害さ

れてしまう。災害を含む緊急時対応も困

難であろう。官公庁、患者空輸の担当会

社では個別に苦肉の策を講じており、航

空機の管理者と医療従事者の摩擦、軋轢

も多く聞かれる。 

陸上自衛隊では独自に MIL-STD-461 の

計測を行い、遮蔽シートなどにより基準

に準拠させている。海上自衛隊、東京消

防庁では、必要な医療機器を選定し、該

当の航空機への搭載試験を行ったものを

患者空輸に使用する。海上保安庁、航空
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自衛隊航空機動衛生隊、航空救難団でも

原則は同様の手順を踏むが、未試験の医

療機器の場合でも、緊急避難的な対応を

行っている。その際、航空機の飛行に対

して危険事象を認める場合は医療機器の

電源を止め、添乗する医師が対応する。 

航空自衛隊航空救難団においては、か

つて未試験の医療機器を使用しなかった

が、我々の提言から、未試験の医療機器

を伴う患者空輸が可能となっている。 

患者空輸への対応を制限した上でアビ

オニクスの電磁適合性基準を厳密に適応

する組織がある一方、患者空輸を大きく

優先し、電磁適合性基準の考慮無く搭載

試験により医療機器を選定する組織があ

る。機長の英断に依存する事例も聞かれ

る。搭載試験他において飛行安全を脅か

す事例の報告は見当たらない。 

 

3.患者空輸用医療機器産業の現状 

 欧米では、軍や救急医療における患者

空輸の大きな市場規模から、軍用航空機、

民間航空機に対応する医療機器が多数開

発されている。また、軍用機対応医療機

器は空軍が統制し、民間航空機に対応す

る医療機器は航空局が統制し、医療機器

メーカも幅広い製品開発を行っている。 

我が国では、医療機器の電磁適合性の

規制について国の統一基準が無いため、

各省庁、各部署、会社毎で、独自の対応

を講じている。欧米に比べ患者空輸の市

場規模が小さいことから航空機対応の医

療機器を自前で積極的に開発するメーカ

も少ない。            

 

4.航空機の大きさと電子機器の電磁波 

航空機に搭載する電子機器による電磁

波の影響は小型の航空機ほど大きいとさ

れる。図 2 に患者空輸に使われる主な航

空機を示す。患者空輸の実績が豊富なド

クターヘリ、海上保安庁、東京消防庁で

は小型の航空機が使われており、これら

小型の航空機に搭載実績のある医療機器

は、自衛隊の大型の航空機ではより安全

に行えるのではないかと考えている。 

 

図 2 患者空輸に使われる主な航空機 

 

5.ドクターヘリで携帯すべき医療機器 

ドクターヘリで携帯すべき医療機器に

ついて基準が出されている（図 3）[4]。  

官公庁の航空機への搭載について検討

されていない機器もあり、災害時の患者

空輸について官民の迅速な連携は困難と

考えている。 

 

図3 ドクターヘリで携行すべき医療機器 

 

6.航空機搭載機器の電磁適合性と考察 

図 4 に電磁適合性の主な項目を示す。

航空機に常時搭載する電子機器の電磁適
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合性の主な試験項目には放射雑音の試験

と電磁妨害耐性の試験がある。 

 

図 4 電磁適合性の主な項目 

 

放射雑音は機器から放出される電磁波

をいい、これ以上の電磁波が出てはいけ

ないという数値が決められています。 

電磁妨害耐性は、強い電磁波を浴びせ

た場合に正常な作動を維持できる（耐性

がある）というものです。 

図 5 に航空機搭載機器の電磁適合性を

示す。 

 

 

図 5 航空機搭載機器の電磁適合性 

横軸：電磁波の周波数、縦軸：電磁波の強度 

放射雑音について、軍用機、自衛隊機

などへ常時搭載する電子機器はグラフ下

部の赤線を超える電磁波が出ないように

規制されています。下から回転翼機、小

型固定翼機(25m 以下)、大型固定翼機(25m

以上)の基準です。 

自衛隊機以外の航空機は青実線を超え

るの電磁波が出ないように規制されてい

る。 

グラフ上部の青破線は、電磁妨害耐性

の規制です。自衛隊機以外の航空機に常

時搭載される操縦機器（アビオニクス）

はこれだけの電磁波を浴びても正常な作

動を維持できることとされる。 

グラフ上部の赤破線は、自衛隊機の電

子機器の電磁妨害耐性の指針です。自衛

隊機の常時搭載機器はこれ以上の電磁波

を浴びても正常に作動することとされま

す。 

電磁妨害耐性に注目すると、自衛隊以

外の航空機で搭載実績がある医療機器は、

自衛隊機にのせても操縦機器への影響は

ないものと考えられます。 

RTCA/DO-160 sec21 の電磁妨害耐性試

験をクリアすれば、自衛隊機、民間機い

ずれにも搭載可能と考えることが可能と

思われます。 

 航空機は離陸前に必ず、電子機器の異

常が無いことを確認の上で離陸します。

この RTCA/DO-160 sec21 の電磁妨害耐性

試験は、離陸前点検と同等と考えること

が出来ます。 

 

7.重症患者空輸に係る医療機器搭載の 

実績と情報共有 

  重症患者空輸に係る医療機器の搭載

実績、電磁波試験や航空機への搭載試験

が独自に行われた実績は各所で累積され

ているものと思われるが、なぜか医療機

器の機種の公開に至っていない。米国で
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は、あらゆる重症患者空輸の効率化を図

るため、航空機への搭載が許容される医

療機器の機種が公開されている[5]。我が

国においても、重症患者空輸の効率化に

むけて、官公庁、官民の壁を越えた情報

公開、共有が必要と考えている。 

 

8.まとめ 

・ 災害対応を含む緊急時の患者空輸を

可能とする官民統一の暫定的な許容

指針の確立 

・ 欧米の航空機搭載医療機器の指針の

段階的導入 

・ 重症患者空輸に係る医療機器搭載実

績の情報公開 

・ 今後の医療機器メーカの対応 

が必要と考えている。 
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